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○東海市立敬老の家の設置及び管理に関する条例 

昭和４６年１２月２４日 

条例第３４号 

改正 昭和４７年９月２９日条例第２４号 

昭和４８年９月２９日条例第３７号 

昭和４９年１２月２６日条例第４７号 

昭和５０年９月２９日条例第３４号 

昭和５１年９月２８日条例第２９号 

昭和５２年９月２７日条例第３０号 

昭和５３年６月２３日条例第２１号 

昭和５４年９月２５日条例第３１号 

昭和５６年３月２６日条例第７号 

昭和５６年９月２９日条例第２５号 

昭和５８年３月２９日条例第１３号 

昭和５８年１２月２２日条例第２９号 

昭和６１年９月２６日条例第３９号 

平成元年３月２９日条例第７号 

平成２年６月２６日条例第１７号 

平成３年１２月２５日条例第３５号 

平成４年１２月２４日条例第３３号 

平成１０年３月１９日条例第１４号 

平成１２年３月３１日条例第２７号 

平成１２年６月２９日条例第５８号 

平成１６年１２月２７日条例第２９号 

平成１７年１２月２６日条例第４０号 

平成１８年３月１７日条例第１３号 

平成１８年１２月２６日条例第５７号 

平成２２年１２月２４日条例第３２号 

平成２３年１２月２６日条例第２５号 

平成２４年６月２９日条例第１６号 
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平成２６年９月３０日条例第３２号 

平成２９年７月１４日条例第２０号 

令和３年１２月２８日条例第２８号 

令和４年３月２４日条例第１２号 

令和５年３月３１日条例第７号 

東海市立老人福祉施設設置および管理に関する条例をここに公布する。 

東海市立敬老の家の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定

に基づき、東海市立敬老の家（以下「敬老の家」という。）の設置及び管理につい

て定めるものとする。 

（設置） 

第２条 老人福祉を増進するため、敬老の家を設置する。 

２ 敬老の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（開館時間） 

第３条 敬老の家の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、市長は、

特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第４条 敬老の家の休館日は、１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月

３１日までとする。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日において臨時に開館し、

同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。 

（利用者の範囲） 

第５条 敬老の家を利用することができる者は、６０歳以上の者及び市長が適当と認

めた者とする。 

（利用の許可） 

第６条 敬老の家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、敬老の家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付け

ることができる。 
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（利用の不許可） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、敬老の家の利用を許可しな

い。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

（２） 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にな

ると認めるとき。 

（３） 前２号のほか、敬老の家の管理上支障があると認めるとき。 

（利用者の義務） 

第８条 第６条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、敬老の家の

利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに同条第２項の規定に

より許可に付けられた条件に従わなければならない。 

（許可の取消し及び利用の中止命令） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の許可を取り

消し、又は利用の中止を命ずることができる。 

（１） 利用者が前条の規定に違反したとき。 

（２） 第７条各号のいずれかに該当することが明らかとなつたとき。 

（３） 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。 

（損害賠償） 

第１０条 利用者は、故意又は過失によつて施設又は設備を損傷し、又は滅失したと

きは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を

賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、敬老の家の管理を法人その他の団体であって東海市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年東海市条例第１５号）の定める

ところにより市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせること

ができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務

は、次のとおりとする。 

（１） 利用の許可、許可の取消し等に関すること。 

（２） 施設及び設備の維持管理に関すること。 
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（３） 老人福祉の増進を図るための事業の計画及び実施に関すること。 

（４） その他敬老の家の管理に関し、市長が必要と認める業務 

３ 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に

従って、敬老の家の管理を行わなければならない。 

４ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第３条から第７条

まで及び第９条の規定の適用については、第３条及び第４条第２項中「市長は、特

に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認め

るときは、市長の承認を得て」と、第５条から第７条まで及び第９条中「市長」と

あるのは「指定管理者」とする。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

附 則 

この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４７年条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４８年条例第３７号） 

この条例は、昭和４８年１０月１日から施行する。ただし、別表の改正規定中東海

市立大田敬老の家に関する部分は昭和４８年１１月１日から、東海市立平洲敬老の家

に関する部分は昭和４９年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年条例第４７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５０年条例第３４号） 

この条例は、昭和５０年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５１年条例第２９号） 

この条例は、昭和５１年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年条例第３０号） 

この条例は、昭和５２年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年条例第２１号） 

この条例は、昭和５３年９月６日から施行する。 

附 則（昭和５４年条例第３１号） 
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この条例は、昭和５４年１０月６日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第７号） 

この条例は、昭和５６年３月２７日から施行する。ただし、別表の改正規定中東海

市立明倫敬老の家に関する部分は、同年４月７日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第２５号） 

この条例は、昭和５６年１２月２日から施行する。 

附 則（昭和５８年条例第１３号） 

この条例は、昭和５８年３月３０日から施行する。 

附 則（昭和５８年条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中東海市立大堀敬老

の家に関する部分は、昭和５８年１２月２７日から施行する。 

附 則（昭和６１年条例第３９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年条例第７号） 

この条例は、平成元年３月３０日から施行する。 

附 則（平成２年条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中東海市立中ノ池敬

老の家に関する部分は、平成２年９月５日から施行する。 

附 則（平成３年条例第３５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年条例第３３号） 

この条例は、平成５年３月１日から施行する。 

附 則（平成１０年条例第１４号） 

この条例は、平成１０年３月２０日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第２７号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第５８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年条例第２９号） 

この条例は、平成１７年１月１日から施行する。 
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附 則（平成１７年条例第４０号） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に改正前の東海市立老人福祉施設の設置及び管理に関する

条例第１０条において準用する第５条第１項の規定により受けた同日以後の使用に

係る敬老の家の使用の許可は、改正後の東海市立老人福祉施設の設置及び管理に関

する条例第１２条において準用する第７条第１項の規定により受けた利用の許可と

みなす。 

附 則（平成１８年条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第５７号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年条例第３２号） 

この条例は、平成２２年１２月２９日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第２５号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第１６号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第３２号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２０号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第２８号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年条例第１２号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年条例第７号） 

この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 
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東海市立名和東敬老の家 東海市名和町南三宅山４５番地の１ 

東海市立横須賀敬老の家 東海市元浜町１０番地 

東海市立高横須賀敬老の家 東海市高横須賀町塩田５番地の１ 

東海市立養父健康交流の家 東海市養父町宮山１７番地の１ 

東海市立平洲敬老の家 東海市荒尾町熊ノ山５番地 

東海市立加木屋南敬老の家 東海市加木屋町泡池１０番地の２ 

東海市立上野ケ丘敬老の家 東海市名和町平松５番地の１７ 

東海市立加木屋敬老の家 東海市加木屋町唐畑３８番地の１ 

東海市立渡内敬老の家 東海市荒尾町細高根１番地の４ 

東海市立木田敬老の家 東海市大田町樹木８番地の１ 

東海市立千鳥健康交流の家 東海市名和町一番割中５９番地の２ 

東海市立明倫敬老の家 東海市荒尾町下り松１番地の１１ 

東海市立下名和敬老の家 東海市名和町岡前４０番地の１ 

東海市立三ツ池敬老の家 東海市加木屋町鎌吉良根１番地の４５ 

東海市立大堀敬老の家 東海市加木屋町東大堀３１番地の７ 

東海市立中ノ池敬老の家 東海市中ノ池二丁目２１番地の１３ 

東海市立富貴ノ台敬老の家 東海市富貴ノ台一丁目１０９番地の１ 

東海市立加木屋南第二敬老の家 東海市加木屋町南鹿持１番地の３８ 

東海市立上野台健康交流の家 東海市富木島町大清水１番地の１３８ 

東海市立大池健康交流の家 東海市加木屋町北鹿持４番地の３ 

 


